
一
頁

専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
案
要
綱
（
た
た
き
台
）

一

専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は
経
験
で
あ
っ
て
、
高
度
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
が
有
す
る
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は
経
験
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

博
士
の
学
位
（
外
国
に
お
い
て
授
与
さ
れ
た
こ
れ
に
該
当
す
る
学
位
を
含
む
。
）
を
有
す
る
者

（一）

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す
る
者

（二）
イ

公
認
会
計
士

ロ

医
師

ハ

歯
科
医
師

ニ

獣
医
師

ホ

弁
護
士

ヘ

一
級
建
築
士

ト

税
理
士

チ

薬
剤
師

リ

社
会
保
険
労
務
士
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二
頁

ヌ

不
動
産
鑑
定
士

ル

技
術
士

ヲ

弁
理
士

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
情
報
処
理
技
術
者

（三）
試
験
の
区
分
の
う
ち
Ｉ
Ｔ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ス
ト
試
験
に
合
格
し
た
者
若
し
く
は
情
報
処
理
技
術
者
試
験
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
当
該
区
分

の
う
ち
シ
ス
テ
ム
ア
ナ
リ
ス
ト
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
に
関
す
る
資
格
試
験
（
保
険
業
法
（

平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
人
が
行
う
保
険
数
理
及

び
年
金
数
理
に
関
す
る
試
験
を
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
許
発
明
の
発
明
者
、
意
匠
法

（四）
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
登
録
意
匠
を
創
作
し
た
者
又
は
種
苗
法
（

平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
品
種
を
育
成
し
た
者

農
林
水
産
業
若
し
く
は
鉱
工
業
の
科
学
技
術
（
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く

（五）
は
機
械
、
電
気
、
土
木
若
し
く
は
建
築
に
関
す
る
科
学
技
術
に
関
す
る
専
門
的
応
用
能
力
を
必
要
と
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
計
画
、
設
計
、
分
析
、
試
験
若
し
く
は
評
価
の
業
務
に
就
こ
う
と
す
る
者
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
電

子
計
算
機
を
使
用
し
て
行
う
情
報
処
理
を
目
的
と
し
て
複
数
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
体
系
で
あ
っ
て
プ
ロ
グ



三
頁

ラ
ム
の
設
計
の
基
本
と
な
る
も
の
を
い
う
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析
若
し
く
は
設
計
の
業
務
（

に
お
い

（六）

（六）

て
「
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
就
こ
う
と
す
る
者
又
は
衣
服
、
室
内
装
飾
、
工
業
製
品
、

広
告
等
の
新
た
な
デ
ザ
イ
ン
の
考
案
の
業
務
に
就
こ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
就
こ

う
と
す
る
業
務
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
告
示
第
五
号
に
規
定
す
る
者

で
あ
っ
て
、
就
こ
う
と
す
る
業
務
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
就
こ
う
と
す
る
業
務

に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
就
こ
う
と
す
る
業
務
に
関
す
る
学
科
を
修
め

て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
就
こ
う
と
す
る
業
務
に
六
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
就
こ
う
と
す
る
業
務
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ

っ
て
、
就
こ
う
と
す
る
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

事
業
運
営
に
お
い
て
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
た
め
の
問
題
点
の
把
握
又
は
そ
れ
を
活
用
す
る
た
め
の

（六）
方
法
に
関
す
る
考
案
若
し
く
は
助
言
の
業
務
に
就
こ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
業
務
に

五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

国
、
地
方
公
共
団
体
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
そ
の
有
す

（七）
る
知
識
、
技
術
又
は
経
験
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
者
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

（一）

（六）



四
頁

る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）

二

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


